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（第１回）

エクアくん

令和４年１０月２７日

海南市水道部



市長
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審議会
議会

（審議）

②答申

③議案提出

①諮問

海南市水道料金審議会条例

第１条 水道料金について審議するため、地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第14

条の規定に基づき、海南市水道料金審議会（以下「審議会」という。）を置く。

第２条 審議会は、水道事業の管理者の権限を行う市長（以下「管理者」という。）の

諮問に応じ、水道料金に関する事項について調査審議する。

１ 審議会の位置づけ

設置の根拠

審議会の位置づけ
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２ 審議内容（予定）
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回 数 主 な 内 容

第１回

・市長から諮問
・海南市水道事業の概要説明
・室山浄水場の見学

第２回

・海南市水道事業の現状と課題
海南市水道事業経営戦略の概要説明
水道料金、水道事業会計のしくみについて

第３回

・財政シミュレーションの検討
（今後の事業計画・料金収入の見込み等）

・料金水準の検討

第４回 ・料金体系の検討

第５回 ・答申（案）の検討

第６回
・答申の決定
・市長への答申
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河川水・地下水等

水 源

取水送水ポンプ場

導水管

浄水場

水道水として浄水消毒

配水池

送水ポンプ

各ご家庭へ

配水管・給水管

取水口

送水管

１. 水道のしくみ

３ 海南市水道事業の概要
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２. 水道施設の概要

２-１ 水道施設位置図
海南市の水道施設の特徴は、紀の川を水源とする海南上水道と、

有田川を水源とする下津上水道の2系統があることです。施設配置

やそれぞれの施設系統を下図に示します。

図2-1 海南市水道施設位置図
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２. 水道施設の概要

２-２ 取水施設
取水施設は、水源から原水を取水するための施設です。海南水道事業は、紀の川の表流水より原水を取水して

います。また、下津水道事業は、下津水源・加茂水源を保有しており、有田川伏流水・地下水より原水を取水し

ています。

【紀の川取水口】（海南水道事業） 【有田川取水口】（下津水道事業）
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２. 水道施設の概要

２-３ 浄水施設
浄水施設は、取水した原水を浄水にするための施設です。海南水道事業の浄水施設は室山浄水場のみであり、

1日で原水を浄水にできる水量を示す施設能力は21,500m3/日です。また、下津水道事業の浄水施設は下津浄水

場、加茂浄水場の2施設であり、1日で原水を浄水にできる水量を示す施設能力は合わせて9,000m3/日です。

【室山浄水場】（海南水道事業） 【下津浄水場】（下津水道事業）
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２. 水道施設の概要

２-４ 送水施設（海南水道）

送水施設は、浄水場でつくられた水道水を配水施設へ送るため、また、市民の皆様へ配るための施設です。

海南水道事業の送水施設は下表の22箇所です。
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２. 水道施設の概要

２-４ 送水施設（下津水道）
下津水道事業の送水施設は下表の23箇所です。

山間部へ水道水を届けるため、多くの送水施設が必要となります。
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２. 水道施設の概要

２-５ 配水施設（海南水道）

配水施設は、浄水場でつくられた水道水を市民の皆様へ配るための施設です。

海南水道事業の配水施設は下表の28箇所です。
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２. 水道施設の概要

２-５ 配水施設（下津水道）

下津水道事業の配水施設は下表の21箇所です。
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２. 水道施設の概要

２-６ 管路（海南水道）

管路は、市内に全長約502kmが布設されており、海南水道事業の全長は

約399km、下津水道事業の全長は約103kmとなっています。

海南水道事業の管路の内訳は、基幹管路である導水管・送水管・配水本

管が合わせて、約67km布設されており、その他の配水支管が約332km布

設されています。また、全管路延長の内、73.3％は口径100mm以下の小

口径管路が布設されており、管種別では、ビニル管類が51.0％、次いでダ

クタイル鋳鉄管類が28.1％布設されています。

図2-2 管路情報の整理（海南水道事業）
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２. 水道施設の概要

２-６ 管路（下津水道）

下津水道事業の管路の内訳は、基幹管路である導水管・送水管・

配水本管が合わせて、約36km布設されており、その他の配水支管が

約67km布設されています。また、全管路延長の内、70.0％は口径

100mm以下の小口径管路が布設されており、管種別では、ダクタイ

ル鋳鉄管類が45.1％、次いでビニル管類が42.0％布設されています。

図2-3 管路情報の整理（下津水道事業）
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３. 水道事業の沿革・経緯

海南水道事業 下津水道事業

創設認可 昭和３２年２月２３日 昭和３０年８月２３日

変更認可
平成２４年２月２０日

（第５次）
平成２７年４月２８日

（第１２次）

計画給水人口 ４０，２００人 １３，８００人

計画１日最大給水量 ２１，５００㎥／日 ９，０００㎥／日

普及率 １００％ ９９．１％

その他 ４簡易水道事業を統合 －
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４. 給水状況

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

給水人口
50,626人
（－）

49,929人
（▲1.4％）

49,128人
（▲1.6％）

48,314人
（▲1.7％）

47,517人
（▲1.6％）

給水量
5,694,293㎥
（－）

5,655,374㎥
（▲0.7％）

5,568,907㎥
（▲1.5％）

5,571,290㎥
（＋0.04％）

5,501,647㎥
（▲1.3％）

給水収益
924,460,413円

（－）
919,754,441円
（▲0.5％）

904,422,634円
（▲1.7％）

902,870,565円
（▲0.2％）

896,994,584円
（▲0.7％）

※（ ）は対前年度比（▲減）

H29 H30 R元 R2 R3 H29 H30 R元 R2 R3

給水人口（人） 給水量（㎥） 給水収益（円）

H29 H30 R元 R2 R3
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５. 施設経年化の状況

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

施設 ※１ 4 3 . 1 1％ 4 4 . 6 6％ 4 5 . 5 8％ 4 6 . 7 7％ 4 8 . 4 7％

管路 ※２ 1 3 . 0 4％ 1 0 . 5 9％ 3 0 . 1 6％ 3 3 . 6 2％ 3 1 . 1 6％

※１ 有形固定資産減価償却率：有形固定資産のうち償却対象資産の減価償却がどの程度進んでいる
かを表す指標。資産の老朽化度合いを示す。

43.11 44.66 45.58 46.77 48.47

13.04 10.59

30.16
33.62

31.16

0

20

40

60

H29 H30 R元 R2 R3

施設の経年化の状況

有形固定資産減価償却率 管路経年化率

％

※２ 管路経年化率：法定耐用年数を超えた管路延長の割合を表す指標。管路の老朽化度合を示す。
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６. 有収率の推移

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

海南水道 7 4 . 5％ 7 2 . 5％ 7 2 . 3％ 7 5 . 4％ 7 5 . 5％

下津水道 7 3 . 1％ 7 1 . 6％ 7 0 . 8％ 7 0 . 1％ 7 1 . 4％

市全体 7 4 . 2％ 7 2 . 3％ 7 2 . 0％ 7 4 . 3％ 7 4 . 7％

74.5
72.5 72.3

75.4 75.5
73.1

71.6 70.8 70.1 71.4
74.2

72.3 72
74.3 74.7

60

65

70

75

80

H29 H30 R元 R2 R3

有収率の推移

海南水道 下津水道 市全体

％



事業名 概算事業費 事業工期（予定）

紀の川導水管更新事業 4 3億円 平成27年度～令和6年度

出島水源地導水施設更新事業 1 0億円 令和3年度～令和7年度

基幹管路整備事業 3億円 令和4年度～令和6年度

海南下津相互連絡管布設事業 4億円 令和元年度～令和6年度

老朽管布設替事業 2 . 5億円／年 －

室山浄水場整備事業 5 6億円 令和8年度～令和15年度

18

７. 事業計画（主要事業）
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８. 決算の状況

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

水道事業収益 1,072,204,631 1,069,630,819 1,046,326,741 1,050,233,829 1,043,258,339

水道事業費用 1,049,091,560 1,038,383,295 1,008,630,027 1,000,832,893 953,375,174

資本的収入 688,772,856 765,229,385 601,290,176 819,816,069 449,298,595

資本的支出 1,087,921,212 1,095,785,334 1,032,559,807 1,165,076,749 832,683,463

（単位：円）

0

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

H29 H30 R元 R2 R3

決算の状況

水道事業収益 水道事業費 資本的収入 資本的支出

円
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９. 水道事業の運営状況について

昭和30年代初期に水道事業認可

水需要の増加により事業拡張

水道普及率は、ほぼ100％

施設の経年化

給水収益が減少傾向

施設の更新改良の需要が増
人口減少、節水機器等の普及

施設の更新改良に多額の費用が必要

財源の確保・事務の効率化等費用
節減の取組み

近い将来資金不足の可能性

水道料金について検討
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